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はじめに 

阪神・淡路大震災は,人的にも物的にも,

また精神的にも多大な被害をもたらしたが,

防災対策についての種々の教訓・課題もも

たらした。 

気象庁に係わる事項として,災害応急対

策等のため各地の震度情報が地震発生直後

に極めて重要であると強く認識されたこと,

防災行政への反映や情報の一元的管理等の

ため国として地震に関する調査研究推進体

制を強化する必要があること,内閣として

の初動措置の迅速な始動等のため内閣の情

報収集・連絡体制を強化する必要があるこ

と等がある。 

気象庁は,これらの教訓・課題を踏まえ,

今後の大地震・津波災害に備えて新たな施

策を講じているが,本稿ではそのうちの主

たるものを紹介する。 

 

 

1.地震・津波観測体制強化 

 

(1)耐震化した計測震度観測施設の新規整

備及び既存施設の耐震化等の機能強化 

データ処理部に免震床を装備した計測震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度観測施設により全国で都合約 600 地点で

震度 7までを自動的に計測可能とした。 

(2)衛星回線を用いた震度データ収集の二

重化(図 1参照) 

地震による地上系データ伝送回線の途絶

に対処するため,主として都市部に設置さ

れた計測震度観測施設のデータを気象衛星

「ひまわり」を経由して収集することを可

能とした。 

(3)津波観測施設の整備 

津波をいち早く観測するため島懊部を中

心に 10 ヵ所に津波観測施設を新設し,全国

で都合 76 カ所で津波観測を可能とした。さ

らにこれら観測所すべてに高さ 2 メートル

を超える巨大津波を観測できる津波観測施

設を併設した。また南鳥島に遠地津波観測

施設を整備した。これらにより津波の襲来

状況を迅速・的確に把握する体制を強化し

た。 

 

 

2.震度階級の改定 

 

(1)震度 7の計測化と速報化 

震度 7 の定義は家屋の倒壊率によるとし
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ていたことから,震度観測施設の計測対象

とはせずに被害実地調査により後日判定す

ることとしていた。 

しかしながら,災害応急対策に必要な被

害状況が震度情報から推定されることから,

大地震ほど地震発生直後に震度情報を速報

することが重要であるとの教訓を踏まえ,

平成 8 年 4 月より震度 7 を含めて全ての震

度は,震度観測施設による計測震度により

決定し,速報することとした。 

(2)震度5と 6のそれぞれの2階級分割と震

度階級の 10 階級化 

震度 5と 6については,発生する被害の幅

が広すぎ効果的に防災対応を取りにくいと

の指摘があったことから,2 階級に分割しそ

れぞれ 5 弱,5 強及び 6 弱,6 強とし,よりき

め細かな防災対応を可能とした。このこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により全震度階級を 10 階級とした。 

(3)新しい震度階級解説表の作成 

従来の気象庁震度階級表は昭和 24年に作

成されたもので,その説明文の内容が現代

社会にそぐわない部分が出てきていること,

震度の決定が体感による方法から震度観測

施設の計測値による方法に変更されたこと

等のため,新たに「気象庁震度階級関連解説

表」(表 1 参照)を作成した。これにより震

度観測施設により観測された震度と現代社

会において実際に発生する現象や被害との

対応が分かり易くなることを期待している。 

図 1に地震・津波の観測から情報の作成,

発表及び伝達までの概念図を示す。 
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3.地震調査研究の推進体制と気象庁の

役割 

 

(1)地震調査研究推進体制(図 2参照) 

地震に関する調査研究等の一層の推進を

図るため平成 7 年に地震防災対策特別措置

法が制定されたことに伴い,同年7月に総理

府に地震調査研究推進本部(本部長:科学技

術庁長官)が設置(これまでの地震予知推進

本部は廃止)され,地震に関する調査研究に

ついて以下の事務を行うこととされた。 

 

①総合的かつ基本的な施策の立案 

②関係行政機関の予算等の事務の調整 

③総合的な調査観測計画の策定 

④関係行政機関,大学等の調査結果等の収

集,整理,分析及び総合的評価 

⑤総合的評価に基づく広報 

このため 9 本部には①～③及び⑤につい

て調査審議を行う政策委員会と④を行う地

震調査委員会が置かれている。当庁は,科学

技術庁,文部省,建設省(国土地理院)ととも

に地震調査委員会の事務局を担当している。 

(2)地域地震情報センター 

地震調査研究推進本部長は,上

記④に関連して,気象庁長官に対

して地域毎に地震に関する観測,

測量,調査又は研究を行う関係行

政機関,大学等の調査結果等を収

集することを要請し,気象庁長官

はその成果を本部長に報告するこ

ととされている。 

気象庁は,この収集を本庁,管区

気象台等の全国 6 ヵ所(札幌,仙台,

東京,大阪,福岡及び沖縄)で行う

にあたり,それぞれに「地域地震情

報センター」と言う名称を用いる

とともに,本庁,管区気象台等の体

制及び機能を活用して関係機関の

地震,地殻変動等のデータを収集

することとした。 

「地域地震情報センター」に集

められたデータは所要の処理を施

された上,地震調査委員会に報告

され,総合的評価等に活用されて

いる。 
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4.大規模災害発生時の首相官邸等への

情報連絡体制の整備 

 

(1)官邸への非常参集 

大地震等の発生に際し,関係省庁の幹部

は緊急に官邸に参集して,内閣としての初

動措置を始動するため情報の集約を行うこ

ととされ,気象庁では次長がその任にあた

ることとされた。平成 8年 10 月 1日現在の

緊急参集の基準は,東京 23 区内に震度 5 強

以上,その他の地域は震度6弱以上の地震が

発生した場合とされ,その他の災害発生の

場合についてはケースバイケースで判断す

るとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)官邸,内閣情報調査室等への情報連絡体

制の整備 

気象庁は,気象警報,津波警報等を気象業

務法に定められた通知先に,専用通信回線

を用いた予警報一斉伝達送致(ファクシミ

リ装置)により通知しているが,官邸,内閣

情報調査室等に対しても同装置により迅

速・的確な警報等の情報提供を行うことと

され,既に実施している。 
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